
■ADR 機構（紛争解決機関）
弊社に対する苦情等の第三者相談窓口としまして、一般社団法人日本少額短期保険協会 ( 電話 0120-82-1144  受付 : 月曜日から金曜日 09:00 ～
12:00、13:00 ～ 17:00）をご利用して頂くことができます。（※祝日および年末年始休業期間を除く）

6 一括払い
のみ

■保険制度概略
当会社は、保険証券記載のペットが傷病を被り、その直接の結果としてペットに対し保険期間内に日本国内で診療がなされたことにより
被保険者が支払った診療費に対して、本約款に従い保険金を支払います。
保険金には次のものがあります。（１）通院保険金　（２）入院保険金　（３）手術保険金

※この重要事項説明書はすべての内容を記載しておりません。
　詳しくは普通保険約款をご確認ください。


